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○
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業
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施
行
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昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
七
十
三
号
）
（
抄
）
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○
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
（
抄
）

（
建
設
業
の
許
可
）

第
三
条

建
設
業
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
り
、
こ
の
章
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
二
以
上
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
営
業
所
（
本
店
又
は
支
店

若
し
く
は
政
令
で
定
め
る
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
設
け
て
営
業
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
国
土
交
通
大
臣
の
、
一
の
都
道
府
県
の
区

域
内
に
の
み
営
業
所
を
設
け
て
営
業
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
政
令
で
定
め
る
軽
微
な
建
設
工
事
の
み
を
請
け
負
う
こ
と
を
営
業
と
す
る
者
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

（
略
）

二

建
設
業
を
営
も
う
と
す
る
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
営
業
に
あ
た
つ
て
、
そ
の
者
が
発
注
者
か
ら
直
接
請
け
負
う
一
件
の
建
設
工
事
に
つ
き
、
そ
の
工
事
の
全
部
又
は
一

部
を
、
下
請
代
金
の
額
（
そ
の
工
事
に
係
る
下
請
契
約
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
下
請
代
金
の
額
の
総
額
）
が
政
令
で
定
め
る
金
額
以
上
と
な
る
下
請
契
約
を
締
結
し

て
施
工
し
よ
う
と
す
る
も
の

２
～
６

（
略
）

（
施
工
体
制
台
帳
及
び
施
工
体
系
図
の
作
成
等
）

第
二
十
四
条
の
七

特
定
建
設
業
者
は
、
発
注
者
か
ら
直
接
建
設
工
事
を
請
け
負
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
建
設
工
事
を
施
工
す
る
た
め
に
締
結
し
た
下
請
契
約
の
請
負

代
金
の
額
（
当
該
下
請
契
約
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ら
の
請
負
代
金
の
額
の
総
額
）
が
政
令
で
定
め
る
金
額
以
上
に
な
る
と
き
は
、
建
設
工
事
の
適
正
な
施
工
を

確
保
す
る
た
め
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
建
設
工
事
に
つ
い
て
、
下
請
負
人
の
商
号
又
は
名
称
、
当
該
下
請
負
人
に
係
る
建
設
工
事
の
内
容
及

び
工
期
そ
の
他
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
施
工
体
制
台
帳
を
作
成
し
、
工
事
現
場
ご
と
に
備
え
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
４

（
略
）

（
主
任
技
術
者
及
び
監
理
技
術
者
の
設
置
等
）

第
二
十
六
条

（
略
）

２

（
略
）

３

公
共
性
の
あ
る
施
設
若
し
く
は
工
作
物
又
は
多
数
の
者
が
利
用
す
る
施
設
若
し
く
は
工
作
物
に
関
す
る
重
要
な
建
設
工
事
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
二

項
の
規
定
に
よ
り
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
主
任
技
術
者
又
は
監
理
技
術
者
は
、
工
事
現
場
ご
と
に
、
専
任
の
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
～
５

（
略
）

○
建
設
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
七
十
三
号
）
（
抄
）

（
法
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
金
額
）

第
二
条

法
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
三
千
万
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
建
設
業
が
建
築
工
事
業
で
あ
る
場
合
に

お
い
て
は
、
四
千
五
百
万
円
と
す
る
。
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（
法
第
二
十
四
条
の
七
第
一
項
の
金
額
）

第
七
条
の
四

法
第
二
十
四
条
の
七
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
三
千
万
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
定
建
設
業
者
が
発
注
者
か
ら
直
接
請
け
負
つ
た
建
設
工
事
が
建

築
一
式
工
事
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
四
千
五
百
万
円
と
す
る
。

（
専
任
の
主
任
技
術
者
又
は
監
理
技
術
者
を
必
要
と
す
る
建
設
工
事
）

第
二
十
七
条

法
第
二
十
六
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
重
要
な
建
設
工
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
建
設
工
事
で
工
事
一
件
の
請
負
代
金
の
額
が
二
千
五

百
万
円
（
当
該
建
設
工
事
が
建
築
一
式
工
事
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
五
千
万
円
）
以
上
の
も
の
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

２

（
略
）


